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コーポレート・ガバナンス
内部統制用語集

連結子会社
コンプライアンス

CSR
ステークホルダー

　当社は、「九州電力の思い」のもと、長期的な視点

で社会的に有意義な事業活動を行っていくことが、す

べてのステークホルダーにとって価値を持続的に生

み出していくと考えています。こうした事業活動を適

切に遂行していくため、経営上の重要な課題として、

コーポレート・ガバナンスの強化に努めています。

　具体的には、取締役会と監査役会を設置するガバ

ナンスを基本として、独立性の高い社外取締役を選任

し、経営に対する監督機能の強化を図るとともに、監

査役と内部監査組織が連携し、監査の実効性を高め

ています。また、取締役と執行役員による監督と執行

の役割の明確化や、コンプライアンス経営の徹底など

に取り組むとともに、会社業務の適正を確保するため

の体制の整備に係る基本方針（内部統制の基本方針）

を定め、継続的な体制の充実に努めています。

取締役会
　取締役会は、原則として毎月1回、また必要に応じ

て随時開催し、企業経営の重要事項の決定並びに執

行状況の監督を行っています。（2009年度15回開催）

　また、社長以下の執行役員等で構成する経営会議

を設置し、取締役会決定事項のうちあらかじめ協議

を必要とする事項や、執行上の重要な意思決定に関

する協議を行っています。

　さらに、各本部や支店等に執行役員を配置し、迅速

な意思決定と効率的な業務執行を行っています。

監査役会
　監査役は、取締役会などの重要な会議への出席、執

行部門各部、連結子会社等へのヒアリング及び事業

所実査などを通じて、取締役及び執行役員の職務執

行全般に関する監査を行っています。監査役会は、原

則として毎月1回開催し、法令、定款に定める監査に

関する重要な事項について、報告を受け、協議や決議

を行っています。

　また、監査役の職務を補助するため、専任の組織と

して監査役室を設置しています。

内部監査
　内部監査については、業務運営の適正性と経営効

率の向上等を図るため、業務執行に対し中立性を

もった内部監査組織を設置し、各部門・事業所におけ

る法令等の遵守や業務執行の状況等について監査を

行っています。

　また、原子力・火力発電設備及び送変電設備等の

重要な設備については、別途専任の内部監査組織を
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設置し、保安活動に係る品質保証体制及びこれに基

づく業務執行の状況等について監査を行っています。

リスクマネジメント
　経営に重大な影響を与えるリスクについては、リス

ク管理に関する規程に基づき、定期的にリスクの抽

出、分類、評価を行い、全社及び部門業務に係る重要

なリスクを明確にしています。各部門及び事業所は、

明確にされた重要なリスク及び個別案件のリスク等

への対応策を事業計画に織り込み、適切に管理して

います。

　また、非常災害その他会社経営及び社会に重大な

影響を与える事象が発生した場合に、これに迅速、的

確に対応するため、予めその対応体制や手順等を規程

に定めるとともに、定期的に訓練等を実施しています。

企業グループにおける業務の適正の確保
　企業グループにおける業務の適正の確保について

は、グループの基本理念、経営姿勢等を示した「九州

電力グループ経営の基本的な考え方」を制定し、グ

ループ経営を推進しています。加えて、グループ会社

の経営状況を把握するため、グループ会社に事業計

画や実績の報告を求めるとともに、当社の経営に重

大な影響を及ぼすおそれのある事項については、グ

ループ会社との事前協議を行っています。

　企業グループの公正な事業活動を推進するため、

「九州電力グループ行動憲章」の周知・浸透を図ると

ともに、グループ各社において、行動指針の策定や内

部通報窓口の設置等の促進を行っています。

　また、企業グループ内における相互の緊密な情報

連携のため、重要なグループ会社で構成する「九電グ

ループ社長会」をはじめとした各種会議体を設置する

とともに、企業グループの情報ネットワークの活用を

図っています。

　さらに、当社内部監査組織によるグループ会社の

監査を行っています。

　経営環境の大きな変化にも耐え得る経営体質を確

立するため、お客さま視点に立ち、経営活動全般にわ

たる継続的な改善改革を通じて、経営品質を永続的

に高めることとしています。

　このため、「TQM推進委員会」を設置し推進体制を

明確にするとともに、具体的な推進策として、「長期経

営ビジョン」「中期経営方針」など全社経営方針の理

解浸透のための「経営トップ層と社員との対話」を実

施しています。また、各組織においては、経営品質のレ

ベルを測るものさしである「日本経営品質賞アセスメ

ント基準」に基づく「セルフアセスメント」により自己

評価を行い、取り組むべき課題をより明確化し、業務

計画に反映させています。

　さらに、各組織が行う「改善改革活動」により、業務

計画や日々の業務から発生する課題の解決を図るな

ど、経営品質の一層の向上に取り組んでいます。

TQM（経営品質向上）への取組み

危機管理体制の
充実に向けた取組み

　事業運営に大きな影響を与える事態が発生した場合

でも、電力の安定供給という当社の基本使命を遂行で

きるよう、危機管理体制の充実に向けた取組みを行っ

ています。

　2009年度は、過去の訓練による検証結果等を踏ま

え、危機管理に関する規定類を見直し、当社及びグルー

プ会社における情報連絡・対応体制の充実を図りまし

た。また、2008年度に引き続き非常用食料等の備蓄や

従業員安否確認システムの導入検討など、事業継続性

確保のための環境整備に取り組みました。

　2009年4月末、メキシコ等を中心に発生した新型イ

ンフルエンザについては、世界保健機関（WHO）や政府

の動向を踏まえ、各所に新型インフルエンザ緊急対策

組織を設置し、感染予防・拡大防止対策の実施、従業

員の感染状況の把握及び万一感染が拡大した場合の対

応ルールの策定など情報連絡・対応体制を整備すると

ともに、国内流行期における体制の有効性を検証する

ための訓練を実施することにより適切に対処しました。

TOPICS
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コンプライアンス

用語集

会社業務の適正を確保するための体制の整備について

　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務執行の法令・定款への適合及び会社業務の適正を確保する

ため、以下の体制を整備する。

1  取締役の職務執行の法令等への適合を確保するための体制
● �取締役会は、原則として毎月1回、また必要に応じて随時開催し、予め定めた規程に則り、経営上の重要な事項について

審議・決定する。また、取締役及び執行役員の職務執行を監督するため、職務の執行状況の報告を定期的に受ける。
●�取締役会は、その監督機能の有効性を高めるため、社外取締役の設置などにより、当社から独立した立場からの助言等

を受ける。
●�取締役会は、法令や企業倫理、社内規程等の遵守の徹底を図るため、社長を委員長とし社外の有識者等を含めた「コン

プライアンス委員会」を設置し、公正な事業活動を推進する。
●�取締役及び執行役員は、全ての事業活動の規範として定められた「九州電力グループ行動憲章」及びこれに基づく行動

規範である「コンプライアンス行動指針」を率先して実践する。
●�取締役及び執行役員は、反社会的勢力からの不当要求に対して毅然とした態度で臨み、関係機関との連携や組織一体

となった対応を図るなどして、これらの勢力との関係を遮断する。
●�取締役会、取締役及び執行役員は、監査役が、適法性を欠くおそれのある事実、あるいは会社へ著しい損害を与えるお

それのある事実等に対して勧告及び助言を行った場合は、これを尊重する。

2  取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制
● �取締役会議事録等の法令で定められた文書及びその他重要な意思決定に係る文書については、社内規程に基づき、管

理責任箇所を定め適正に保存・管理する。
●職務執行に係る情報については、情報セキュリティに関する基本方針、規程に基づき必要に応じたセキュリティの確保

を図る。

3  リスク管理に関する体制
● �経営に重大な影響を与えるリスクについては、リスク管理に関する規程に基づき、定期的にリスクの抽出、分類、評価

を行い、全社大及び部門業務に係る重要なリスクを明確にする。
●�各部門及び事業所は、明確にされた重要なリスク及び個別案件のリスク等への対応策を事業計画に織り込み、適切に

管理する。
●�非常災害その他会社経営及び社会に重大な影響を与える事象が発生した場合に、これに迅速、的確に対応するため、予

めその対応体制や手順等を規程に定めるとともに、定期的に訓練等を実施する。

4  取締役の職務執行の効率性を確保するための体制
● �取締役会決定事項のうち予め協議を必要とする事項や、社長が会社の業務執行を統轄するにあたり重要な業務の実施

に関する事項について協議するための組織として、「経営会議」を設置する。また、重要事項についての事前の審議・調整

を行うための会議体を必要に応じて設置する。
●�会社業務の執行にあたり、意思決定の迅速化と効率的な業務執行を図るため、「執行役員」を設置する。
●�取締役会は、代表取締役及び執行役員の業務委嘱、業務担当等を定め、代表取締役及び執行役員は、これに基づき業務

の執行にあたる。
●�取締役、執行役員及び従業員の適正かつ効率的な職務執行を確保するため、「組織・権限規程」において、各部署の分掌

事項、各職位の基本的役割と職務及び権限等を定める。

5  従業員の職務執行の法令等への適合を確保するための体制
（1）法令等の遵守のための体制

● �各部門等に「コンプライアンス責任者」を設置し、「コンプライアンス委員会」において策定した基本的な方針や提言、

審議した具体策等に従い、企業倫理・法令等の遵守を推進する。
●�コンプライアンスの徹底を図るため、従業員に対する教育や研修等を行い、「九州電力グループ行動憲章」及び「コン

プライアンス行動指針」の浸透と定着を図る。
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内部統制

用語集

● �当社及びグループ会社の社員等からコンプライアンスに関する相談を受け付けるため、「コンプライアンス相談窓

口」を社内、社外にそれぞれ設置し、相談者保護など、適切な運営を図る。
●�財務報告に関する内部統制を適正に運用し、必要に応じて是正できる体制を整備することによって、財務報告の信

頼性確保を図る。

（2）内部監査の体制
● �業務運営の適正性と経営効率の向上等を図るため、業務執行に対し中立性を持った内部監査組織を設置し、各部

門・事業所における法令等の遵守や業務執行の状況等について監査する。
●�原子力・火力発電設備及び送変電設備等の重要な設備については、別途専任の内部監査組織を設置し、保安活動

に係る品質保証体制及びこれに基づく業務執行の状況等について監査する。

6  企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
● �企業グループの基本理念、経営姿勢等を示した「九州電力グループ経営の基本的な考え方」を制定し、グループ経営を推

進する。
●�グループ会社の経営状況を把握するため、グループ会社に事業計画や実績の報告を求めるとともに、当社の経営に重大

な影響を及ぼすおそれのある事項については、グループ会社との事前協議を行う。
●�企業グループの公正な事業活動を推進するため、「九州電力グループ行動憲章」の周知・浸透を図るとともに、グループ

各社において、行動指針の策定や内部通報窓口の設置等の促進を図る。
●�企業グループ内における相互の緊密な情報連携のため、重要なグループ会社で構成する各種会議体を設置するととも

に、企業グループの情報ネットワークの活用を図る。
●�当社内部監査組織は、グループ会社に対し、必要に応じて監査を実施する。

7  監査役の職務執行の実効性を確保するための体制
（1）監査役を補助するスタッフの体制

● �監査役の職務を補助するため、専任の組織として「監査役室」を設置し、必要な人員を配置する。

（2）監査役スタッフの独立性を確保するための体制
●監査役室に所属する従業員は、監査役の指揮命令の下で職務を執行する。
●監査役室に所属する従業員の人事に関する事項については、監査役と事前に協議する。

（3）取締役、執行役員及び従業員から監査役への報告に関する体制
● �取締役、執行役員及び従業員は、監査役から重要な業務執行に関する事項の報告・説明を求められた場合は、これ

に応じる。
●�取締役は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合は、速やかに監査役に報告を行う。

（4）その他監査役の監査の実効性を確保するための体制
● �取締役は、監査役からの「経営会議」等重要会議への出席要請に応じるとともに、重要文書の閲覧、その他監査業務

の執行に必要な調査に協力する。
●�代表取締役及び内部監査部門は、監査役と定期的に会合をもち、意見交換等を行う。

以　上


